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（趣旨） 

この基準は、テキスト、画像、動画、音楽、コンピュータプログラムコードなどの

新しいコンテンツを作成する人工知能（以下「生成ＡＩ」という｡）サービスの業務利活

用に関し、利用方法及び見附市情報セキュリティポリシーに基づく必要な情報セキュリ

ティ実施手順を定めるものとする。 

 

（公開情報への利用制限） 

外部に公開又は提供する情報においては、生成ＡＩによって作成されたコンテン

ツをそのまま利用してはならない。 

 

（情報セキュリティ対策） 

生成ＡＩに指示を出すための文章（以下「プロンプト」という｡）には、見附市情

報セキュリティポリシーに定める、情報区分Ⅰに分類される情報資産※1を用いてはなら

ない。 

プロンプト内容のＡＩの学習への利用について設定できる場合は、学習に利用しない

設定を行うものとする。 

生成ＡＩサービスの利用において、情報資産の侵害が発生又は発生するおそれがある

場合は、速やかに情報管理係へ報告し、指示に従って適切に対処しなければならない。 

 

（著作権及び知的財産権侵害の防止） 

生成ＡＩによって作成されたコンテンツを利用する場合は、生成物が既存の登録

商標、登録意匠又は著作物に類似する等の権利侵害の有無について調査を行わなければ

ならない。 

 

（利用に関する留意事項） 

利用者は、生成ＡＩによって作成された内容には事実と異なる可能性があること

に留意しなければならない。 

生成ＡＩサービスを利用する場合は、各サービスの利用規約に則って利用するものと

する。 

生成ＡＩサービスの利用に当たってアカウントの作成を要する場合は、公用のメール

アドレスを用いて作成し、適切に管理しなければならない。 

生成ＡＩサービスの利用に必要なアカウントの作成に用いたメールアドレスは、作成

後速やかに情報管理係へ届け出なければならない。 
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（利用方法） 

生成ＡＩサービスは、文章の作成及び要約、施策検討に向けた事前調査等、職員の

業務効率化を目的とし、活用するものとする。 

利用者は、情報管理係が作成する生成ＡＩの利用に関するマニュアル等に基づき、適切

に利用するものとする。 

 

（その他） 

この利用基準に定めるもののほか、生成ＡＩに関して必要な事項は、情報管理係が

別に定める。 

 

附則 

この利用基準は、令和 5年 7月 27日から施行する。 

 

 

※1：見附市情報セキュリティポリシーに定める、情報区分Ⅰに分類される情報資産 

 

 


